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ヘルプマークを配布して
います

　外見からは、援助や配慮を
必要としていることが分から
ない方がいます。そうした
方々が、周囲の方に配慮を必
要としていることを知らせる
ことで、援助を得やすくなる
ように、ヘルプマークを配布
しています。
●対象者　義足や人工関節を

使用している方、内部障害
や難病の方、妊娠初期の方
など、援助や配慮を必要と
している方
●配布場所　南丹保健所福祉

室、市役所社会福祉課およ
び各支所市民生活課
●配布方法など　希望者に無

料で配布しますので、お越
しください。

※申請書などは不要です
・ヘルプマーク事業全般に関

すること
問京都府障害者支援課
ＴＥＬ（075）414-4598
・ヘルプマークの受け取りに

関すること
問南丹保健所福祉室
ＴＥＬ（0771）62-0361
問社会福祉課
ＴＥＬ（0771）68-0007

平成２９年南丹市成人式
開催のお知らせ

　本年度の南丹市成人式を次
のとおり開催します。詳細に
ついては、開催時期が近くな
りましたらご案内します。
●日時　平成29年１月８日
（日） 午後１時30分〜（受
付：午後０時30分）
●場所　国際交流会館イベン

トホール
※昨年の場所から変更してい

ますのでご注意ください。
●対象　市内在住および出身

などの新成人（平成８年４
月２日〜平成９年４月１日
生まれ）

以上70dB未満で、補装具
費（国制度）の支給対象とな
らない方

※医師が装用の必要を認めた
30dB未満の方も対象

・補聴器の装用により、言語
の習得などに一定の効果が
期待できると医師が判断す
る方

・保護者が市内に居住してい
る方

※保護者が障害者総合支援法
の居住地特例の対象となる
本市外の施設に入所してお
り、その前住所地が本市内
である場合は対象

・児童の属する同一世帯に、
交付申請を行う月の属する
年度（４〜６月は前年度）に
おける市町村民税所得割額
が46万円以上の方がいな
いこと
●申請時の必要書類
①南丹市軽・中等度難聴児支

援事業補助金交付申請書
②南丹市軽・中等度難聴児支

援事業に係る医師意見書
③補聴器の購入または修理に

要する費用の見積書
④対象難聴児の属する世帯構

成員のいずれかが、申請を
行う年（１月〜６月までの
間の申請にあっては前年）
の１月１日時点で本市に住
所を有さない場合、その世
帯構成員の市町村民税課税
証明書または非課税証明書
●その他　希望される方は、

社会福祉課または各支所市
民生活課にご相談くださ
い。

問社会福祉課
ＴＥＬ（0771）68-0007
問各支所市民生活課
ＴＥＬ八木（0771）68-0022
　日吉（0771）68-0032
　美山（0771）68-0041

●主催　南丹市、南丹市教育
委員会

※対象者で市内に住民登録さ
れている方には、12月初
旬に案内状を送付します。
なお、出欠の回答は必要あ
りません。

※市外へ転出されている出席
希望の方は、案内状送付先
をご連絡ください。

問社会教育課
ＴＥＬ（0771）68-0057

平成２９年南丹市成人式
実行委員を募集します
　20歳の記念に自分たちの
企画で成人式を作り上げませ
んか。
●対象　市内在住および出身

の新成人（平成８年４月２
日〜平成９年４月１日生ま
れ）
●人数　10人程度
●申込方法　８月15日（月）

までに、氏名、住所、電話
番号、出身中学校を電話で
連絡いただくか、市ホーム
ページからダウンロードし
た応募用紙に必要事項を記
入の上、EメールまたはＦ
ＡＸでお申し込みくださ
い。

問社会教育課
ＴＥＬ（0771）68-0057
ＦＡＸ（0771）63-2850

be-syakai@city.nantan.
　kyoto.jp

「南丹市軽・中等度難聴
児支援事業」のお知らせ

　身体障害者手帳の交付対象
とならない軽・中等度の難聴
児に対して、補聴器の購入ま
たは修理に要する費用の一部
を補助します。
●対象　次の要件をすべて満

たす児童
・申請年度の４月１日現在で

18歳未満の方
・両耳の聴力レベルが30dB


